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諮問庁：厚生労働大臣 

諮問日：平成３０年７月２７日（平成３０年（行情）諮問第３１９号） 

答申日：平成３１年３月１８日（平成３０年度（行情）答申第４９４号） 

事件名：都道府県労働局の定員の積算・内訳等が分かる文書の開示決定に関す

る件（文書の特定） 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

   「定員細則に２０，７２９人（都道府県労働局）とありますが，この積

算や内訳等がわかるもの（開示対象文書に１０人以上の人数が記載されて

あるものは，その１０人以上の人数の算定根拠や積算内訳が算用（アラビ

ア）数値を用いて記載されてあるものもあわせて開示してください。ただ

し職務の級別の内訳（定数）の開示は不要です。）」（以下「本件請求文

書」という。）の開示請求につき，「地方支分部局の局別・組織別・会計

別定員一覧（平成２９年度）」（以下「本件対象文書」という。）を特定

し，開示した決定については，本件対象文書を特定したことは，妥当であ

る。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

 １ 審査請求の趣旨 

   本件審査請求の趣旨は，行政機関の保有する情報の公開に関する法律

（以下「法」という。）３条の規定に基づく開示請求に対し，平成３０年

４月２０日付け厚生労働省発地０４２０第２号により，厚生労働大臣（以

下「処分庁」又は「諮問庁」という。）が行った開示決定（以下「原処分」

という。）について，その取消しを求めるというものである。 

 ２ 審査請求の理由 

   審査請求人が主張する審査請求の理由は，審査請求書の記載によると，

以下のとおりである。 

   定員の増減がある際には，行政では一般的に，全国で合計したものでま

ず計算されてあることが多いことから，その際の積算資料等はないでしょ

うか。また，労働局や会計別でもある程度の人数の規模があるので，その

積算，内訳等はないでしょうか。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

 １ 本件審査請求の経緯 

 （１）本件審査請求人である開示請求者（以下，第３において「請求者」と

いう。）は，平成３０年３月１９日付け（同月２０日受付）で，処分庁

に対して，法３条の規定に基づき，「定員細則に２０，７２９人（都道
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府県労働局）とありますが，この積算や内訳等がわかるもの（開示対象

文書に１０人以上の人数が記載されてあるものは，その１０人以上の人

数の算定根拠や積算内訳が算用（アラビア）数値を用いて記載されてあ

るものもあわせて開示してください。ただし職務の級別の内訳（定数）

の開示は不要です。）」に係る開示請求を行った。 

 （２）これに対して，処分庁が平成３０年４月２０日付け厚生労働省発地０

４２０第２号により開示決定（原処分）を行ったところ，請求者はこれ

を不服とし，同月３０日付け（同年５月１日受付）で本件審査請求を提

起したものである。 

 ２ 諮問庁としての考え方 

   本件審査請求に関し，原処分は妥当であり，本件審査請求は棄却すべき

と考える。 

 ３ 理由 

 （１）本件対象文書の特定について 

    本件開示請求は，平成２９年度における都道府県労働局の定員数の積

算や内訳等が分かる文書について行われたものであり，原処分において

は，各都道府県労働局に配置する人員の総数及びその組織別・会計別内

訳が記載されている文書である「地方支分部局の局別・組織別・会計別

定員一覧（平成２９年度）」を本件対象文書として特定したものである。 

 （２）原処分の妥当性について 

   ア 定員とは，行政機関の所掌事務を遂行するために恒常的に置く必要

がある職に充てるべき常勤職員の数であり，行政機関の職員の定員

に関する法律（昭和４４年法律第３３号）において，その総数の最

高限度が定められている。 

   イ 都道府県労働局（労働基準監督署及び公共職業安定所を含む。）の

定員については，その合計数が厚生労働省定員細則に規定されてい

るが，都道府県労働局ごとの定員数についての定めはない。 

   ウ よって，各都道府県労働局に配置される人員の総数の積算根拠は，

本件対象文書において示される「局別・組織別・会計別定員一覧」

により明らかにされるところである。 

     なお，各年度毎の当該内訳については，限られた人員の下で業務を

執行している事情は各都道府県労働局において等しく同じであり，

厚生労働省定員細則により定められる都道府県労働局の総定員数の

増減を基に，現在配置されている人員数等に鑑みて決まるものであ

る。 

   エ 以上のことから，原処分における対象行政文書の特定は妥当である

と考える。 

 ４ 請求者の主張について 
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   請求者は，審査請求書において「定員の増減がある際には，行政では一

般的に，全国で合計したものでまず計算されてあることが多いこと」，ま

た，「労働局や会計別でもある程度の人数の規模がある」として「その際

の積算，内訳等の資料はないでしょうか。」として原処分の取消しを求め

ているが，これに係る諮問庁の説明は上記３（２）のとおりである。 

   なお，原処分については，請求者より，行政文書の開示の実施方法等申

出書は提出されておらず，本件対象文書の開示の実施は行われていない。 

 ５ 結論 

   以上のとおり，原処分を維持することが妥当であり，本件審査請求は棄

却すべきものと考える。 

第４ 調査審議の経過 

   当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

   ① 平成３０年７月２７日  諮問の受理 

   ② 同日          諮問庁から理由説明書を収受 

   ③ 平成３１年２月２０日  審議 

   ④ 同年３月１４日     審議 

第５ 審査会の判断の理由 

 １ 本件開示請求について 

   本件請求文書の開示請求について，処分庁は，本件対象文書を特定し，

その全部を開示する原処分を行った。 

   これに対し，審査請求人は，本件対象文書の外に本件請求文書に該当す

る文書の特定を求めているところ，諮問庁は，原処分は妥当であるとして

いることから，以下，本件対象文書の特定の妥当性について検討する。 

 ２ 本件対象文書の特定の妥当性について 

 （１）本件対象文書の特定の妥当性について，諮問庁の理由説明書（上記第

３の３）の記載及び当審査会事務局職員をして諮問庁に対し更に説明を

求めさせたところによると，おおむね以下のとおりである。 

   ア 本件請求文書は，「定員細則に２０，７２９人（都道府県労働局）

とありますが，この積算や内訳等がわかるもの」であるところ，処

分庁は，「地方支分部局の局別・組織別・会計別定員一覧（平成２

９年度）」を本件対象文書として特定した。 

   イ 都道府県労働局（労働基準監督署及び公共職業安定所を含む。）の

定員については，その合計数（２０，７２９人）が厚生労働省定員

細則に規定されているが，都道府県労働局ごとの定員数についての

定めはない。 

     このため，各都道府県労働局に対しては，厚生労働省本省から，労

働局，労働基準監督署，公共職業安定所及び総計の区分ごとに，一

般会計及び特別会計（労災勘定，雇用勘定及び徴収勘定）ごとの配
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置人員数を通知している。 

     本件対象文書は，各都道府県労働局へ通知する人数を全都道府県労

働局分として一覧として整理した文書であり，結果として厚生労働

省定員細則に規定されている都道府県労働局全体の定員数（２０，

７２９人）の内訳が分かるものとなっている。 

   ウ また，審査請求人は，開示対象文書に１０人以上の人数が記載され

てあるものは，その１０人以上の人数の算定根拠や積算内訳が算用

（アラビア）数値を用いて記載されてあるものもあわせて開示する

よう求めているが，厚生労働省において，本件対象文書を作成する

に当たり，本件対象文書に記載されている１０人以上の人数につい

て，別途個別にその積算根拠や積算内訳が記載された文書を必要と

していないことから，審査請求人が開示を求めているような文書は，

作成も取得もしておらず，本件対象文書の外に本件請求文書に該当

するものは，保有していない。 

     したがって，原処分における対象行政文書の特定は妥当であると考

える。 

 （２）当審査会において，諮問書に添付されている本件対象文書の写しを確

認したところ，本件対象文書には，都道府県労働局の労働局，労働基準

監督署，公共職業安定所及び総計の区分ごとに，一般会計及び特別会計

（労災勘定，雇用勘定及び徴収勘定）ごとの配置人員数が記載されてお

り，その合計数は，厚生労働省定員細則に規定されている都道府県労働

局全体の定員数（２０，７２９人）と一致していると認められ，また，

本件対象文書に記載されている１０人以上の人数について，別途個別に

その積算根拠や積算内訳が記載された文書を必要としていないことと併

せて，本件対象文書を特定したことは妥当であるとする上記（１）の諮

問庁の説明は，不自然，不合理であるとは認められず，また，これを覆

すに足りる事情も認められない。 

    したがって，厚生労働省において本件対象文書の外に本件請求文書と

して特定すべき文書を保有しているとは認められない。 

 （３）審査請求人は，審査請求書において，「定員の増減がある際には，行

政では一般的に，全国で合計したものでまず計算されてあることが多い

ことから，その際の積算資料等はないでしょうか。」と主張しているが，

この主張は，本件開示請求の文言と異なり，不服申立手続において開示

請求の範囲を拡大しようとするものであり，これを認めることはできな

い。 

 ３ 本件開示決定の妥当性について 

   以上のことから，本件請求文書の開示請求につき，本件対象文書を特定

し，開示した決定については，厚生労働省において，本件対象文書の外に
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開示請求の対象として特定すべき文書を保有しているとは認められないの

で，本件対象文書を特定したことは，妥当であると判断した。 

（第３部会） 

  委員 岡島敦子，委員 葭葉裕子，委員 渡井理佳子 


